
平成３０年度の避難地域の医療提供体制の再構築の方針 - 再開医療機関等の経営安定化に向けた取組の強化 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考：避難地域における医療機関等の再開、経営安定化に対する支援の状況 

施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率

病院 2 1 1 100.0 2 100.0 1 100.0 1 100.0 0 0.0 1 100.0 - - 1 50.0

診療所 13 11 11 100.0 7 53.8 9 81.8 7 87.5 1 100.0 1 100.0 1 1.0 0.0

歯科診療所 4 3 3 100.0 2 50.0 1 33.3 0 0.0 - - - - - - 0.0

薬局 3 2 1 50.0 2 66.7 1 50.0 - - - - - - - - 0.0

その他
※訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

1 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 - - - - - - - - 1 100.0

計 23 18 17 94.4 14 60.9 13 72.2 8 66.7 1 50.0 2 100.0 1 100.0 2 8.7

経営安定化支援

関係機関が連携
し経営改善

(経営コンサル）3年目 4年目 5年目再開後１年目 2年目

運営費支援
※H30年度支援見込を含む。再開医療

機関等数
区分

県：施設設備整
備補助

官民合同ﾁｰﾑ：
医療機関訪問

再開支援

支援制度発足

後（H24以降）

に診療開始

 

ＳＴＥＰ２．経営安定化支援 （H29～）       
 

帰還に向けた先行整備を優先 当面の経営環境を前提とした経営検討が必要 

ＳＴＥＰ１．再開等支援 （H24～） 
 

医療を維持していくため、地域で 
経営や活用方法を考えていく必要 

資 料 ４－１ 
H30.2.9 第９回検討会 
福島県 地域医療課 

 

①施設設備整備への支援 

 再開医療機関等の９割が活用 

※帰還困難区域を除く全町村で診療所開設 

②再開等に係る訪問相談等 

・医療機関等を訪問し、支援を調整 

・再開後の経営不安解消のため、希望に

より経営コンサルタントを派遣 

・薬局開設協議会の設立 

平成３０年度重点的取組 

診療継続（経営の自立化）に向けて 
 

※ 「官民合同チーム：医療機関訪問」「率」の分母は「再開医療機関等数」。なお、公立診療所は官民合同チームの訪問対象外 

取組方針①：地域で医療を支える 

・医療の維持は地域の課題として、関係機

関が連携し、必要な対策を検討し取組む 

 

取組方針②：経営改善の後押し 

・医療機関の積極的な取組をサポートする

とともに、現状に合った支援を行う。 

 

①運営費への支援 
・再開１年目は７割、２年目は６割強が活用見込 
・帰還状況から経営環境の急速な改善は厳しい見通し 

②経営安定化支援（新規取組） 

・意見交換会において経営課題等の意見聴取、 
 医療センター附属病院との役割分担の調整等 
・関係機関が連携し、経営改善を支援する取組に着手 
・経営コンサルタントの利用が進んでいない 


